
(仮称)姫路天然ガス発電所新設計画に係る事業の実施引継ぎについて 

当社は、2025 年 3 月 28 日をもって、(仮称)姫路天然ガス発電所新設計画の事業の実施を姫路天
然ガス発電株式会社、姫路天然ガス発電 3 号合同会社※1 に引継ぎいたしましたので、お知らせいたし

ます。本件は、環境影響評価法 31 条第 4 項に基づく、評価書公告後の対象事業実施の引継ぎに
該当します。 

(1) 引継ぎ前の事業者の氏名及び住所

・姫路天然ガス発電株式会社

代表取締役社長 藤原 寛太 

大阪府大阪市中央区道修町 3丁目 5番 11号 

(2) 対象事業の名称、種類及び規模

名称：(仮称)姫路天然ガス発電所新設計画

種類：ガスタービン及び汽力（コンバインドサイクル発電方式）

規模：62.26万 kW×3基

(3) 引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所

・姫路天然ガス発電株式会社

代表取締役社長   藤原 寛太 

大阪府大阪市中央区道修町 3丁目 5番 11号 

・姫路天然ガス発電 3号合同会社

代表社員   大阪瓦斯株式会社 

職務執行者   黒田 昇 

大阪府大阪市中央区道修町 3丁目 5番 11号 

※1：姫路天然ガス発電 3 号合同会社による発電事業の実施についての詳細は、こちら web ペー

ジはこちらをご覧ください。 

https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2025/1786322_58387.html
https://www.osakagas.co.jp/company/press/pr2025/1786322_58387.html

